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  平成28年３月10日に国外転出をすることとなった方が、納税管理人の届出をしないで、国外転出の

時までに準確定申告をする場合（※ 国外転出の時までに対象資産の譲渡等はありません。） 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 国外転出の時（平成28年３月10日）に所有等している対象資産 

(1) 上場株式（銘柄等：Ａ不動産）【上場株式等に該当】 

・「国外転出の予定日から起算して３か月前の日の価額」      150,000,000円  

・「取得費」     90,000,000円 

(2)  公社債（銘柄等：第○回 Ｃ電気）【上場株式等に該当】 

・「国外転出の予定日から起算して３か月前の日の価額」       10,000,000円 

・「取得費」   8,000,000円  

 (3) 未公開株式（銘柄等：Ｂ興産）【一般株式等に該当】 

・「国外転出の予定日から起算して３か月前の日の価額」       30,000,000円  

・「取得費」   20,000,000円 

 (4)  未決済デリバティブ取引（銘柄等：為替証拠金） 

・「国外転出の予定日から起算して３か月前の日の利益の額」    5,000,000円  

２ 給与収入 

  ・「給与収入」    17,300,000円          ・「所得金額」     15,000,000円 

 

【記載例】（国外転出） 

（平成 27年分の様式を使用して、納税管理人の届出をしないで、準確定申告をする場合） 

≪記載手順≫ 

「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書（兼納税

猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書）《確定申告書付表》」を作成します。

（２～３ページ参照） 

「申告書Ｂ第一表」、「申告書Ｂ第二表」、「申告書第三表」を作成します。（６ページ参照） 

※ 申告書Ｂ第一表及び第二表の記載方法は、平成 28年分の手引きが公開されるまでは「平成 27年

分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書Ｂ用」を参考にしてください。 

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成します。（４ページ参照） 

「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を作成します。（５ページ参照） 
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※１ この記載例は、平成 28年３月１日現在の法令等に基づいて作成しています。 

※２ この記載例は、実例に基づかない任意の金額又は簡単な設例に基づいて作成しています。記載方法がご不明な場

合は、最寄りの税務署にお尋ねください。 
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○市××町△△１－２－３ 国税 一郎 
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150,000,000 
株式 

未決済 
ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ

取引 

Ａ不動産 

Ｂ興産 

甲証券 

本店 

×市○○町◇◇

１－２－３ 

 

2,000株 

100枚 5,000,000 

90,000,000 22 1 12 

27 １ 9 

195,000,000 

国税 一郎 

195,000,000 

公社債 第○回 

Ｃ電気 
10,000,000円 

乙銀行 

南口支店 
10,000,000 8,000,000 22 1 12 

株式 

丙証券 

西口支店 

1,000株 30,000,000 13 7 10 20,000,000 

為替証拠金 － 

（上場株式等） 

（一般株式等） 

（上場株式等） 

平成 27 年分においては、公社債、公社債投資信託等の譲渡による所得（一定のものを除きます。）は

非課税とされていたため、「７ 国外転出の時に有している又は契約を締結している対象資産の明細（譲

渡による所得が非課税のもの）」に公社債、公社債投資信託等を記載していました。 

しかし、平成 28 年分以後においては、「一般株式等に係る譲渡所得等」又は「上場株式等に係る譲渡

所得等」として課税されますので、「５ 国外転出の時に有している又は契約を締結している対象資産の

明細（「６」及び「７」以外のもの）」に、公社債、公社債投資信託等を記載することになります。 
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○市××町△△１－２－３ コクゼイ イチロウ 

国税 一郎 

○○○－△△△－×××× 会社員 

30,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
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10,000,000 
 

10,000,000 
 

この【記載例】では、国外転出の時までに株式等の譲渡がありませんので、２ページの「国外転出等

の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書」の「３ 譲渡又は決済があったもの

とみなされる対象資産の収入金額等」の「分離課税・株式等の譲渡」の収入金額等を「一般株式等」又

は「上場株式等」に区分して記載することになります。 

（注） 平成28年分以後は、「株式等に係る譲渡所得等の金額」を「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と「上場株式

等に係る譲渡所得等の金額」に区分して、別々の分離課税制度として計算することとされました。したがって、原

則として、これら相互の通算はできません。 
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為替証拠金 

米ドル／円 

100 

5,000,000 

国税 一郎 
28 

5,000,000 

5,000,000 5,000,000 

5,000,000 5,000,000 

この【記載例】では、国外転出の時までに先物取引の差金等決済がありませんので、２ページの「国

外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書」の「３ 譲渡又は決済があ

ったものとみなされる対象資産の収入金額等」の「分離課税・先物取引」の収入金額等を記載すること

になります。 
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《第三表》 

準確定 

 

２ ８ 

○市××町△△１－２－３ 

１６０００００００ 

コクゼイ イチロウ 

国税 一郎 

６２００００００ 

１５００００００ 

２００００００ 

１３０００ 

７２０００ 

１０８０００００ 

２７５４０００ 

５００００００ 

５０００ 

７５００００ 

１４３０４０００ ５００００００ 

申告書Ｂ第一表及び第二表の記載方法は、平成28年

分の手引きが公開されるまでは「平成27年分所得税及

び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書Ｂ

用」を参考にしてください。 

（注１)  国外転出時課税制度の適用を受けて申告する方は、申

告書Ｂ第一表の種類欄「分離」及び「国出」を「○」で

囲みます。 

（注２） 平成28年分の申告書には、「個人番号」の記載が必要

です。「個人番号」は申告書の上部余白に記載してくだ

さい。なお、控除対象配偶者等の「個人番号」の記載方

法等につきましては、国税庁ホームページの「死亡した

方の準確定申告をする場合の記載例」（平成28年分）を

参考にしてください。 

※ ホーム＞申告・納税手続＞所得税（確定申告書等

作成コーナー）＞確定申告書の記載例 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shot

oku/kisairei2015/pdf/b/07_2.pdf 

３０００００００ 

１０００００００ 

《第一表》 

一般株式等 

上場株式等 

上場株式等 

一般株式等 

「個人番号」を記載 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2015/pdf/b/07_2.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2015/pdf/b/07_2.pdf

